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1 はじめに

エリクソンでは、当社で働く全ての人を大切にし、全員が毎日安全で元気に帰宅できるよ

うにしたいと考えています。私たちは、当社の従業員、サプライヤーの従業員、そして当社の

ために働くすべての人々に、安全で健康的な職場環境を提供することに取り組んでいま

す。私たちの目標は「ターゲット・ゼロ」、つまり業務上の死亡事故、負傷・疾病などを含む

事故をゼロにすることです。「ターゲット・ゼロ」は、エリクソンとサプライヤー各社の共同コミット

メントです。このコミットメントは、サプライヤーの従業員やサプライヤー下請業者の従業員を

含む、エリクソンに代わって業務を行うすべての個人に適用されます。

エリクソンは、すべてのサプライヤー向けに行動規範を制定し、管理システム、腐敗防止お

よび企業倫理、人権・労働権、労働安全衛生（OHS）、職場の環境管理に関する要件

を概説しています。エリクソンの行動規範は、http://www.ericsson.com/responsible-

sourcingにアクセスしてご確認ください。

本書は、エリクソンがエリクソンの全サプライヤーに課す、労働安全衛生（OHS）に関する必

須要件と契約上の拘束力を規定したものです。本書において、「サプライヤー」または「サプ

ライヤーの人員」という用語は、サプライヤーのすべての従業員、請負業者、下請業者、代

理人、およびサプライヤーの影響下または管理下にあるその他の個人をすべて包含するも

のとします。サプライヤーは、かかるすべての個人が、本書に記載されている要件を遵守す

ることを保証する責任を負います。

エリクソンは、本書に記載された要件に対するサプライヤーの遵守状況を監査・評価する

権利を有します。

2 定義

高リスク活動：必要な安全予防措置が講じられない場合、労働者または被災者が死亡

または重傷を負う可能性のある、傷害または疾病の可能性が高い活動または作業。これ

らの活動は、集中力、注意力、能力を著しく必要とする本質的に危険な作業です。この

ような活動には以下のようなものが含まれます。

o 登攀および高所での作業（ただし下記に限定されません） 

a. はしごの使用

b. 工事用リフトの使用

c. ロープを使用した、および手動または機械による材料や機器の吊り上げ 

o 車両の運転

o 電気を使った作業

o 建設・土木工事の施工 

o 電動工具の使用

o 無線周波数および電磁場への潜在的な曝露がある作業

http://www.ericsson.com/responsible-sourcing
http://www.ericsson.com/responsible-sourcing
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o 化学物質の取り扱い

o 閉鎖空間への立ち入り

事故：死亡事故、負傷事故、疾病事故、設備/財産の損害などをもたらした、またはもた

らす可能性のあった、予期せぬ出来事または曝露。これには、影響を受けた人が仕事中、

仕事に関連した活動中、または仕事に関連した活動によって影響を受けているときが該当

します。（通勤中に発生した出来事も含みます。）

ニアミス：死亡、負傷、疾病、機器/財産の損傷などには至らなかったが、その可能性のあ

った予期せぬ出来事。

リスクの観察：負傷、疾病、または物的損害につながる恐れのある危険な物体、事象、行

動、または状況など、観察されたリスクや危険。

作業停止権限：エリクソン、サプライヤーの人員、またはサプライヤーが関与するその他の人

員が、彼ら自身やその他の者に死亡、負傷、または疾病に見舞われる差し迫った危険が

あると判断した場合、作業を停止する、または作業状況に介入する権限。

3 OHS管理システム

サプライヤーは、少なくとも以下の要素を組み込んだOHS管理システムを有するものとしま

す。サプライヤーはまた、OHS管理システムの確立、実施、維持、改善のために、適格な

OHS担当者を含むリソースを確実に確保するものとします。

 OHS方針 

サプライヤーは「OHS方針」を有するものとします。本方針は、サプライヤーのOHSリスク

の性質と規模に適したものでなければならず、傷害・疾病の予防、ならびに継続的な

改善へのコミットメントを含むものとします。

 法的要件およびエリクソン要件の遵守

サプライヤーは、適用されるすべてのOHS法的要件およびエリクソン要件を遵守するも

のとします。サプライヤーは、法的要件およびエリクソン要件の遵守を徹底し、要件の

変更を監視するプロセスを有するものとします。法的要件とエリクソン要件の間に相違

がある場合、より厳格な要件が優先されるものとします。

 リスク評価

サプライヤーは、サプライヤーの人員、エリクソンのために働く者、または業務に関連する

活動により影響を受ける可能性のある他者への事故を防止するため、内的および外

的要因を考慮したリスクベースのアプローチを取るものとします。

サプライヤーは、ヒエラルキーコントロール・管理の階層（除去、置換、工学的対策、管

理的対策、個人用保護具）に基づいて、危険を除去または軽減するためにリスク評

価を実施するものとします。また、サプライヤーは、職業的曝露の危険があるサプライヤ

ーの人員、ならびに弱い立場にある労働者（障害者、妊産婦、授乳中の母親など）
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に対して、特別な保護および支援措置を提供するものとします。リスク評価は、作業

および大きな変更の前に実施し、定期的に見直し、更新するものとします。

 サプライヤーの人員による協議および参加 

サプライヤーは、OHS管理システムの開発・計画・実施・パフォーマンス評価・継続的

改善、危険の特定、リスク評価、および管理対策の実施において、サプライヤーの人

員、および従業員の代表者（該当する場合）による協議および参加のプロセスを確立

するものとします。

 トレーニングおよび能力管理

サプライヤーは、すべてのサプライヤー要員に適切な研修を提供し、作業開始前およ

びその後も定期的に研修を受けるようにするものとします。トレーニングには、職業的リ

スクおよび実施うべき管理措置が含まれますが、これらに限定されません。サプライヤー

は、すべてのサプライヤー人員が、割り当てられた業務を遂行する能力を有しているこ

とを保証するものとします。

さらに、サプライヤーは、医療的に適切な人員のみが業務に派遣されることを保証する

ものとします。

 運用管理

高リスク活動は厳密に管理し、作業開始前のチェックと作業中の検査を受けるものと

します。

サプライヤーは、現地基準または国際基準を満たす適切な個人用保護具（PPE）を、

サプライヤーの人員に無償で提供するものとします。さらに、サプライヤーの人員は、

PPEの適切な使用法に関する指導、トレーニング、および監督を受けるものとします。

サプライヤーは、エリクソンの業務範囲が下記の領域に該当する場合、下記に関する

「エリクソンOHS運用基準」を満たす、またはそれを上回るものとします。

o 登攀および高所作業 

o 運転および車両の安全性  

o 電気を使用する作業 

o 化学物質の取り扱い  

o 無線周波電磁界への曝露  

o 人手による取扱い 

o 一人作業  

o 閉鎖空間への立ち入り 

o 建設・土木工事の管理

o 個人用保護具  

o 防火  

o 環境騒⾳と業務騒⾳

サプライヤーは、合意した作業範囲に着手する前に、適用される「エリクソンOHS業務

基準」を特定するものとします。

https://www.ericsson.com/en/about-us/sustainability-and-corporate-responsibility/responsible-business/responsible-sourcing/supplier-ohs-requirements/english
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「エリクソンOHS業務基準」は、エリクソンによって随時変更される場合があります。「エ

リクソンOHS業務基準」の改訂は、エリクソンとの間で書面により異なる合意がなされ

ない限り、契約締結の前後を問わず、その公表日から発効します。（改訂が加えられ

た場合、エリクソンはサプライヤーにその旨を連絡します。） サプライヤーが、該当する業

務範囲を提供する能力に重大な影響を及ぼす「エリクソンOHS業務基準」の変更を

特定した場合、エリクソンとサプライヤーは、かかる変更を履行するための方法、影響、

スケジュールについて協議し、合意するものとします。

 緊急事態への備えと対応

サプライヤーは、潜在的な緊急事態を特定し、関連する緊急時対応計画を策定・維

持することにより、緊急事態への対応方法を把握しておくものとします。緊急時対応

計画は、関係するサプライヤーの人員に伝達するものとします。緊急時の演習は、関

連する法的要件に従って組織されるものとします。法的要件が存在しない場合、少な

くとも年に1回は実施するものとします。

 インシデントの報告と管理

サプライヤーは、インシデントを報告・調査し、是正措置を講じるためのインシデント管

理プロセスを確立、実施、維持するものとします。

サプライヤーは、全サプライヤー人員に対し、死亡、負傷、疾病、危険、リスク、ニアミ

ス、および作業停止権限の事例などのOHSインシデントを報告するよう奨励するものと

します。

サプライヤーは、根本原因を特定し再発を防止するため、エリクソンに関連するインシ

デントを確実にエリクソンに報告する責任を負います。エリクソングローバルインシデント

報告ツール（GIRT） は、OHSインシデントを報告するツールです。

業務に関連して負傷、または疾病に関与したサプライヤー人員の職場復帰を促進す

るプロセスを確立するものとします。

作業停止権限の詳細については、サプライヤーに対する作業停止権限プロセスを参

照してください。

 パフォーマンス測定および改善プログラム

サプライヤーは、OHS管理システムを評価し、OHSパフォーマンスを測定し、目標や行

動計画を含むOHS改善プログラムを導入するものとします。

サプライヤーは、関連文書が最新であり、記録が保持されていることを確認するものとしま

す。

https://www.ericsson.com/en/about-us/sustainability-and-corporate-responsibility/responsible-business/responsible-sourcing/global-incident-reporting-tool
https://www.ericsson.com/en/about-us/sustainability-and-corporate-responsibility/responsible-business/responsible-sourcing/global-incident-reporting-tool
https://www.ericsson.com/en/about-us/sustainability-and-corporate-responsibility/responsible-business/responsible-sourcing/supplier-ohs-requirements
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4 エリクソン特定サプライヤーのOHS要件

エリクソン特定サプライヤーOHS要件は、エリクソンにサービスを提供する際に高リスクの活

動を行うサプライヤーに対して義務付けられています。同要件は、他のすべてのサプライヤー

にも推奨されます。

エリクソン特定サプライヤーOHS要件は、エリクソンサプライヤーOHS要件ページでご確認い

ただけます。

5 変更情報

前回の改訂以降の変更点：

 文書の構成を更新

 前回の改訂版の要件をさらに明記

 新たな要件（サプライヤー人員の協議と参加、運営管理、緊急事態への準備と

対応など）を盛り込んだ。

https://www.ericsson.com/en/about-us/sustainability-and-corporate-responsibility/responsible-business/responsible-sourcing/supplier-ohs-requirements

